別紙８                 　 随意契約をすることができる場合に
                       　 該当することの説明書
	 地方自治法施行令第167条の２第１項第８号
 により随意契約をすることができる場合
	  今回の契約が左に該当すること等の説明

	 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度
 の入札に付し落札者がないとき。

	 １　競争入札の執行状況
○総合評価一般競争入札
事後公表試行案件のため、再度入札は一回
第１回開札　R6.3.27（応札者１者）
　→不落（予定価格超過）
第２回開札　R6.3.28（応札者１者）
　→不落（予定価格超過）
再度入札に付したが、落札者がなかった。
 ２　特定の者が契約の相手方として適当であ
   ることの説明 
（1） 最低の入札書記載金額と入札書比較価格の差が僅少である
（2） 緊急を要すること
当該ため池は、第１期工事により堤体の大部分を撤去した状態にあるため、第２期工事に早期着工しないと出水期に危険な状態となることが懸念される
（3） その他特にやむをえない事由

入札参加者は１者のみ



  備考　この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。
